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社会貢献支援財団　表彰候補者推薦
●受付締切／5月17日（月）必着
●推薦対象／国の内外を問わず、社会と人間の安寧と幸福のために貢献し、
顕著な功績を挙げながら、社会的に報われることの少なかった方。
●表彰部門と賞／【第一部門】「緊急時の功績／日本財団賞」（副賞・賞金
100万円）
海難・水難、交通事故、遭難、犯罪などに際し、身命の危険を冒して救助・救援
に尽くされた功績。
【第二部門】「多年にわたる功労／日本財団賞」（副賞・賞金100万円）
精神的・肉体的に著しく労苦の多い活動や業務に多年にわたり従事し、他に
尽くされた功績。著しく危険性の高い活動や業務に多年にわたり従事し、他に
尽くされた功績。不潔、不衛生など、劣悪な状況・環境に耐え、多年にわたり他
に尽くされた功績。その他、困難な状況の中で多年にわたり努力し、社会と人
間の安寧・幸福のために尽くされた功績。
【第三部門】「特定分野の功績／日本財団賞」
(1)海の貢献賞（副賞・賞金100万円）
海の安全確保、環境保護、汚染防止等に尽くされた功績。海に関わる産業分
野において（長年の経験を持ち、技能が傑出している方の功績。その分野を
大きく前進させる発明・考案・改良などをなさった方の功績）。海に関わる文化
の発展・保存・伝承などに貢献された功績。
(2)国際協力賞（副賞・賞金100万円）
日本（人）が関与する事柄で、社会と人々の安寧と幸福のために尽くされた外
国籍の方の功績。

（財）損保ジャパン　ＮＰＯ法人設立資金助成
●受付期間／4月1日（木～4月30日（金）消印有効
●助成の対象となる団体／障害者・高齢者を対象とした、主として在宅福祉
活動を行う団体で、平成16年度中にＮＰＯ法人の設立認証申請を行う予定の
もの。
●助成の額／1件30万円
●応募方法／応募要項などはFaxまたはハガキで下記へ請求するか、ホー
ムページからダウンロード。申請は郵送にて。
●問い合わせ先／損保ジャパン記念財団　社会福祉助成係
160-0022　東京都新宿区新宿3-1-16　損保ジャパン新宿東ビル11
階　Tel.03-5919-0711　Fax.03-5919-0710
ホームページ　http://www.sompo-japan.co.jp/foundation/

●助成の対象となる団体／青少年健全育成を目的とし、特定非営利活動法
人・ボランティア団体・地域住民団体・青少年団体など、地域において活動す
る県内の団体（以下「活動団体」という）で、5名以上の会員によって構成され
ていること。生活部青少年育成室が実施する他の事業との重複する申請につ
いては、機会を広く提供するため、いずれかの申請としてください。平成14、
15年度の採択団体については、対象としません。
●助成の対象となる活動／事業対象地域が2以上の市町村にまたがり、取り
組み内容または手法が先駆的であり、広く普及することにより地域社会の青
少年の健全育成に大きな効果が期待できるものであること。
1、若者に関する有用な連携や情報伝達システムの構築
2、青少年や子育て中の親の居場所の整備
3、豊かな体験と様々な交流機会の提供
4、子育て・家庭教育への支援体制の整備
5、相談体制の充実
6、教員の配置改善と資質向上
7、社会環境の整備と非行防止
●助成の額／対象経費のうち上限100万円。（2団体予定）
●応募方法／申請書は下記へ請求するか、ホームページ（h t t p : / /
www.pref.mie.jp/SEIIKU/gyousei/renkei/index.htm）からダウンロー
ド。電子申請システム（https://www.shinsei.pref.mie.jp/shinsei/
index.html）も利用できます。提出は生活部青少年育成室。

非行防止地域ネットワーク推進事業（委託モデル事業）
●受付期間／4月1日（木）～5月7日（金）
●補助対象となる団体／応募資格は1、「非行防止地域ネットワーク会議」を
3団体以上の連携により構成し、モデル全体のネットワークの責任体制を明確
にできるもの。2、ネットワークを構成する団体は、5名以上の会員によって構
成されている県内の団体であって、応募時点でそれぞれの活動実績が1年
以上あるものとしますが、この事業の目的に沿う活動をするものであれば、必
ずしも青少年の育成を目的とする団体に限定するものではありません。申請
者は下記の（1）（2）においては「非行防止地域ネットワーク会議」または「非行
防止地域ネットワーク会議設立準備会」とし、（3）においては「非行防止地域
ネットワーク会議」の活動の核となるＮＰＯとします。
●委託対象となる活動／1、次の（1）～（3）のいずれかのモデル事業。
（1）市町村モデル：市町村単位でネットワークを組織するもの。
（2）広域モデル：複数の市町村でネットワークを組織するもの。
（3）ＮＰＯモデル：県内のＮＰＯが核となり、他の活動団体等とともに、地域で
「非行防止地域ネットワーク会議」を組織し、ＮＰＯの専門分野の見地から、日常
的に非行防止活動を実施するもの。
2、平成16年9月末日までに「非行防止地域ネットワーク会議」を組織するこ
ととし、住民団体、ボランティア団体、青少年団体、ＮＰＯ、関係機関などが互い
に連携して日常的に非行防止活動に取り組むこと。
3、 その取り組み内容や手法が先駆的であり、事業の成果を広く社会に還元
することが期待できるもの。
●委託費の限度額／（1）及び（3）は100万円以内、（2）は120万円以内。
（各モデル2地域程度）
●事業説明会／4月12日（月）PM7：00～PM8：00、アスト津3階のミー
ティングルーム3において開催。（参加自由）
●応募方法／申請書は下記へ請求するか、ホームページ（h t t p : / /
www.pref.mie.jp/SEIIKU/gyousei/network/index.htm）からダウン
ロード。提出は生活部青少年育成室。

青少年の居場所づくりを支援します
●受付期間／4月1日（木）～5月7日（金）
●補助対象となる団体／地域で青少年を育成する個人や団体で組織する青
少年支援委員会。
●補助対象となる活動／1、「青少年の居場所」づくり（必須要件）…活動拠点
となる「青少年の居場所」を地域の公民館、空店舗等につくるものとします。
2、「青少年委員会」の設置（必須要件）…青少年で組織された、居場所の運
営及び各種活動を企画するための「青少年委員会」を設置するものとします。
3、コーディネーターの設置（必須要件）…青少年委員会をサポートするコー
ディネーターを設置するものとします。
4、居場所で企画運営する活動（地域や施設の実情に応じて実施可能）…
「青少年委員会」で企画したサークル活動・体験活動。
●補助の額／対象経費のうち上限20万円。（20団体程度）
●応募方法／申請書は下記へ請求するか、ホームページ（h t t p : / /
www.pref.mie.jp/SEIIKU/gyousei/ibasyo/index.htm）からダウンロー
ド。提出は生活部青少年育成室。

…　…　…
●問い合わせ先／生活部青少年育成室　514-0009　津市羽所町700

ヤマト福祉財団　障がい者福祉助成金
●受付締切／3月31日（水）消印有効
※【障がいのある大学生に対する奨学金の供与】は5月10日（月）
●助成の対象となる活動／【1 一般助成】
1、障がい者施設の改善、整備、備品などの購入に対する助成。
2、各種会議、講演、研修事業に対する助成。
3、各種出版、啓発活動などに対する助成。
4、各種調査、研究事業に対する助成。
5、文化事業、スポーツ活動などに対する助成。
【2 ボランティア活動助成】
1、各種会議、講演、研修事業に対する助成。
2、各種出版、啓発活動事業に対する助成。
3、文化事業、スポーツ活動などに対する助成。
【3 障がいのある大学生に対する奨学金の供与】
●助成の額／【1 一般助成】 1件あたり上限100万円
【2 ボランティア活動助成】 1件あたり上限30万円
【3 障がいのある大学生に対する奨学金の供与】 月額5万円（返済の必要
はありません）
●応募方法／【1 一般助成】【2 ボランティア活動助成】 助成金申請書は下
記へ請求するか、ホームページからダウンロード。申請は郵送にて。
【3 障がいのある大学生に対する奨学金の供与】 奨学金申込書の請求は
FaxまたはE-mailにて。
●問い合わせ先／（財）ヤマト福祉財団　福祉助成金事務局
104-0061　東京都中央区銀座2-12-15
Tel.03-3248-0691　Fax.03-3542-5165
E-mail　ｙ.zaidan@yamatofukushizaidan.or.jp
ホームページ　http://www.yamatofukushizaidan.or.jp/

番地　アスト津3階　Tel.059-222-5986　Fax.059-222-5979　
E-mail　seiiku@pref.mie.jp










